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三

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
百
三
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国

の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成

六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
、
次
の
医
療
機
関
を
指

定
し
た
。

　
　

令
和
元
年
七
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

医
療
機
関
の
名
称

開
設
者
の
氏
名

所　
　

在　
　

地

指
定
年
月
日

歯
科
医
院
丸
尾
崎

医
療
法
人
丸
尾
歯

科
医
院

別
府
市
西
野
口
町
一
五
―
三
六

平
三
一
・　

四
・
一
八

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

九
州
凸
版
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
四
号

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
元
年
七
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

届
出
の
概
要

　

１　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　
　

フ
レ
ス
ポ
中
津
北

　
　
　
　

中
津
市
大
字
大
新
田
字
六
番
通
二
百
七
十
六
番
一　

外

　

２　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

　
　
　

大
和
リ
ー
ス
株
式
会
社

　
　
　
　

代
表
取
締
役　

森　

田　

俊　

作

　
　
　
　
　

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
農
人
橋
二
丁
目
一
番
三
十
六
号

　

３　

変
更
し
た
事
項

　
　
　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て

　
　

は
代
表
者
の
氏
名

　
　
　

変
更
前　

株
式
会
社
マ
ツ
モ
ト
キ
ヨ
シ
九
州
販
売

　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

宮　

田　

亮　

史

　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
住
吉
二
丁
目
二
番
一
号

　
　
　
　
　
　
　

外
六
者

　
　
　

変
更
後　

株
式
会
社
マ
ツ
モ
ト
キ
ヨ
シ
九
州
販
売

　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

上　

村　

浩　

司

　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
住
吉
二
丁
目
二
番
一
号

　
　
　
　
　
　
　

外
五
者

　

４　

変
更
の
年
月
日

　
　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
外

二　

届
出
年
月
日

　
　

令
和
元
年
六
月
二
十
日

三　

関
係
書
類
の
縦
覧

　

１　

縦
覧
期
間



令
和
元
年
七
月
九
日

二

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
）

　
　
　

令
和
元
年
七
月
九
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
一
日
ま
で

　

２　

縦
覧
場
所

　
　
　

大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
及
び
大
分
県
北
部
振
興
局

四　

そ
の
他

　

 　

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
元
年
十

一
月
十
一
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下

「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

 　

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。       

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
五
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
臼
杵
市
野

津
町
大
字
藤
小
野
二
千
三
百
九
十
九
番
地
の
堀
長
夫
ほ
か
十
一
名
か
ら
の
県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申
請
を

適
当
と
決
定
し
、
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
元
年
七
月
九
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

事　
　

業　
　

名

地
区
名

縦　
　

覧　
　

期　
　

間

縦
覧
場
所

県
営
危
険
た
め
池
緊
急
整
備
事
業

（
た
め
池
整
備
）

山
清
水
溜
池
地
区

令
元
・　

七
・　

九
か
ら

令
元
・　

七
・
二
九
ま
で

臼
杵
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
元
年
七
月
九
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
元
年
七
月
九
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供　

用　

開　

始　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
牧
口
徳
田
竹
田
線

豊
後
大
野
市
清
川
町
三
玉
字
中
島
七
〇
六
番
三
三
か

ら豊
後
大
野
市
清
川
町
三
玉
字
浦
六
七
六
番
三
ま
で

令
元
・　

七
・　

九

○
公
　
　
　
　
　
告

　

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
九
州
地
方
整
備
局
大
分
河
川
国
道
事
務
所
長
か
ら
公
共
測
量
の
実
施
に
つ

い
て
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
元
年
七
月
九
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

作
業
の
種
類　

　
　

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

二　

作
業
の
地
域　

　
　

大
分
市
大
字
田
尻
及
び
大
字
光
吉

三　

作
業
の
期
間

　
　

令
和
元
年
六
月
二
十
日
か
ら
令
和
二
年
二
月
七
日
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
九
州
地
方
整
備
局
筑
後
川
河
川
事
務
所
長
か
ら
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨

の
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
元
年
七
月
九
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

作
業
の
種
類

　
　

公
共
測
量
（
航
空
レ
ー
ザ
、
航
空
レ
ー
ザ
測
深
）

二　

作
業
の
地
域

　
　

日
田
市

三　

作
業
の
終
了
日

　
　

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
八
日



令
和
元
年
七
月
九
日

三

大
分
県
報
（
雑
報
）

○
雑
　
　
　
　
　
報

　

一
般
財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
理
事
長　

磯
部　

力
か
ら
、
令
和
元
年
度
行
政
書
士
試
験

の
実
施
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
登
載
依
頼
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
元
年
七
月
九
日

                                        

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

　

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
分
県
知
事
か
ら
委
任
さ

れ
た
令
和
元
年
度
行
政
書
士
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　

令
和
元
年
七
月
八
日

一
般
財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー　
　

理
事
長　
　

磯　
　
　

部　
　
　
　
　
　
　

力　

一　

試
験
日
時

　
　

令
和
元
年
十
一
月
十
日
（
日
）
午
後
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で                

二　

試
験
場
所

　
　

大
分
大
学　

挾
間
キ
ャ
ン
パ
ス

　
　

由
布
市
挾
間
町
医
大
ヶ
丘
一
―
一

三　

試
験
の
科
目
及
び
方
法

　

１　

試
験
の
科
目

試　
　

験　
　

科　
　

目

内　
　
　
　
　

容　
　
　
　
　

等

行
政
書
士
の
業
務
に
関
し
必
要
な
法
令
等

（
出
題
数　

四
十
六
題
）

憲
法
、
行
政
法
（
行
政
法
の
一
般
的
な
法
理
論
、
行
政
手

続
法
、
行
政
不
服
審
査
法
、
行
政
事
件
訴
訟
法
、
国
家
賠

償
法
及
び
地
方
自
治
法
を
中
心
と
す
る
。
）
、
民
法
、
商

法
及
び
基
礎
法
学
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
出
題
し
、
法
令
に

つ
い
て
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
現
在
施
行
さ
れ
て

い
る
法
令
に
関
し
て
出
題
す
る
。

行
政
書
士
の
業
務
に
関
連
す
る
一
般
知
識
等

（
出
題
数　

十
四
題
）

政
治
・
経
済
・
社
会
、
情
報
通
信
・
個
人
情
報
保
護
、
文

章
理
解

　

２　

試
験
の
方
法

　
　

㈠　

試
験
は
、
筆
記
試
験
に
よ
っ
て
行
う
。

　
　

㈡　

出
題
の
形
式
は
、
「
行
政
書
士
の
業
務
に
関
し
必
要
な
法
令
等
」
は
択
一
式
及
び
記
述
式
、
「
行

　
　
　

政
書
士
の
業
務
に
関
連
す
る
一
般
知
識
等
」
は
択
一
式
と
す
る
。

　
　
　
　

な
お
、
記
述
式
は
、
四
十
字
程
度
で
記
述
す
る
も
の
を
出
題
す
る
。

四　

受
験
願
書
及
び
試
験
案
内
の
配
布
と
請
求
方
法

　

１　

受
験
願
書
及
び
試
験
案
内
の
窓
口
で
の
配
布

　
　

㈠　

配
布
期
間

　
　
　
　

令
和
元
年
七
月
二
十
九
日
（
月
）
か
ら
同
年
八
月
三
十
日
（
金
）
ま
で
。
た
だ
し
、
日
曜
日
、
土

　
　
　

曜
日
及
び
祝
日
を
除
く
。

　
　

㈡　

配
布
時
間

　
　
　
　

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

　
　

㈢　

配
布
場
所

　
　
　

 　

一
般
財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
、
大
分
県
情
報
セ
ン
タ
ー
、
東
部
振
興
局
、
別
府

土
木
事
務
所
、
臼
杵
土
木
事
務
所
、
南
部
振
興
局
、
豊
肥
振
興
局
、
豊
後
大
野
土
木
事
務
所
、
西
部

振
興
局
、
玖
珠
土
木
事
務
所
、
北
部
振
興
局
、
豊
後
高
田
土
木
事
務
所
及
び
中
津
土
木
事
務
所
並
び

に
大
分
県
行
政
書
士
会

　

２　

受
験
願
書
及
び
試
験
案
内
の
郵
送
で
の
配
布

　
　

㈠　

配
布
期
間

　
　
　
　

令
和
元
年
七
月
二
十
九
日
（
月
）
か
ら
同
年
八
月
二
十
三
日
（
金
）
ま
で

　
　
　

 　

な
お
、
受
験
願
書
及
び
試
験
案
内
の
郵
送
で
の
配
布
の
請
求
は
、
七
月
八
日
（
月
）
か
ら
八
月
二

十
三
日
（
金
）
（
必
着
）
ま
で
受
け
付
け
る
。

　
　

㈡　

請
求
方
法

　
　
　

 　

住
所
・
氏
名
、
郵
便
番
号
記
載
の
返
信
用
封
筒
（
角
型
二
号
（
Ａ
四
判
の
用
紙
が
折
ら
ず
に
入
る

大
き
さ
）
）
に
、
郵
便
切
手
百
四
十
円
分
を
貼
付
し
、
郵
送
す
る
こ
と
。

　
　

㈢　

請
求
先

　
　
　

 　

一
般
財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
試
験
課
（
〒
二
五
二
―
○
二
九
九　

日
本
郵
便
株

式
会
社
相
模
原
郵
便
局
留
）

五　

受
験
手
続

　

１　

郵
送
に
よ
る
受
験
申
込
み

　
　

㈠　

受
付
期
間

　
　
　
　

令
和
元
年
七
月
二
十
九
日
（
月
）
か
ら
同
年
八
月
三
十
日
（
金
）
ま
で

　
　

㈡　

受
付
場
所　

　
　
　

 　

一
般
財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
試
験
課
（
受
験
願
書
及
び
試
験
案
内
が
入
っ
て
い

た
封
筒
を
使
用
し
、
受
付
期
間
内
に
郵
便
局
の
窓
口
で
必
ず
簡
易
書
留
郵
便
で
郵
送
す
る
こ
と
。
た

だ
し
、
八
月
三
十
日
の
消
印
が
あ
る
も
の
ま
で
受
け
付
け
る
。
）

　
　

㈢　

提
出
書
類



令
和
元
年
七
月
九
日

四

大
分
県
報
（
雑
報
）

　
　
　

 　

受
験
願
書
（
顔
写
真
貼
付
、
受
付
郵
便
局
の
日
付
印
の
あ
る
振
替
払
込
受
付
証
明
書
（
お
客
さ
ま

用
）
の
貼
付
が
あ
る
も
の
）

　
　

㈣　

受
験
手
数
料
の
払
込
み

　
　
　
　

受
験
手
数
料
の
払
込
方
法
は
、
試
験
案
内
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
。

　

２　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み

　
　

㈠　

受
付
期
間

　
　
　
　

令
和
元
年
七
月
二
十
九
日
（
月
）
午
前
九
時
か
ら
同
年
八
月
二
十
七
日
（
火
）
午
後
五
時
ま
で

　
　
　

 　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み
は
、
八
月
二
十
七
日
（
火
）
午
後
五
時
で
終
了
し
、
午
後

五
時
ま
で
に
入
力
を
完
了
し
な
い
と
、
接
続
中
（
入
力
中
）
で
あ
っ
て
も
申
込
み
が
で
き
な
く
な
る

の
で
注
意
す
る
こ
と
。

　
　
　

 　

こ
の
期
間
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み
は
二
十
四
時
間
利
用
可
能
。
入
力
方

法
等
手
続
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
一
般
財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
ア
ク
セ
ス
し
確
認
す
る
こ
と
。

　
　
　

（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

h
ttp

s://g
y
osei-sh

ik
en

.or.jp
）

　
　
　

 　

最
終
日
（
八
月
二
十
七
日
（
火
）
）
は
、
大
変
混
雑
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
繋
が
り
に
く
く
な

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
、
余
裕
を
持
っ
て
早
め
に
申
し
込
む
こ
と
。

　
　

㈡　

受
験
手
数
料
の
払
込
み　

　
　
　

ア 　

受
験
手
数
料
の
払
込
み
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
（
申
込
者
本
人
名
義
の
も
の
に
限
る
。
）
に

よ
る
決
済
又
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
の
払
込
み
に
限
る
。

　
　
　

イ　

利
用
で
き
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
は
次
の
と
お
り

　
　
　
　
　

V
IS

A

、M
aster

、JC
B

、
ア
メ
リ
カ
ン
・
エ
キ
ス
プ
レ
ス
及
びD

in
ers

　
　
　

ウ　

利
用
で
き
る
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
は
次
の
と
お
り

　
　
　
　

 　

セ
ブ
ン
―
イ
レ
ブ
ン
、
ロ
ー
ソ
ン
、
ロ
ー
ソ
ン
・
ス
リ
ー
エ
フ
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
、
セ
イ

コ
ー
マ
ー
ト
、
ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
、
デ
イ
リ
ー
ヤ
マ
ザ
キ
、
ヤ
マ
ザ
キ
デ
イ
リ
ー
ス
ト
ア
及
び
ニ
ュ

ー
ヤ
マ
ザ
キ
デ
イ
リ
ー
ス
ト
ア

　

３　

受
験
手
数
料

　
　
　

七
千
円

　
　
　

払
込
み
に
要
す
る
費
用
は
、
受
験
申
込
者
の
負
担
と
す
る
。

　
　

 　

ま
た
、
一
旦
払
い
込
ま
れ
た
受
験
手
数
料
は
、
地
震
や
台
風
等
に
よ
り
、
試
験
を
実
施
し
な
か
っ
た

場
合
等
を
除
き
、
返
還
し
な
い
。

六　

特
例
措
置
の
実
施

　

 　

身
体
の
機
能
に
障
が
い
の
あ
る
者
等
で
受
験
に
際
し
て
特
例
措
置
（
車
椅
子
の
使
用
、
補
聴
器
の
使

用
、
拡
大
鏡
の
持
込
み
等
）
を
希
望
す
る
も
の
に
は
、
希
望
す
る
措
置
を
行
う
こ
と
が
あ
る
の
で
、
受
験

申
込
み
（
「
郵
送
に
よ
る
受
験
申
込
み
」
又
は
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み
」
）
に
先
立
っ

て
一
般
財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
ま
で
相
談
す
る
こ
と
。

　
　

特
例
措
置
の
申
請
方
法
等
手
続
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
試
験
案
内
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
。

七　

合
格
発
表
の
日
時
及
び
方
法

　

１　

合
格
発
表
の
日
時

　
　
　

令
和
二
年
一
月
二
十
九
日
（
水
）
午
前
九
時

　

２　

合
格
発
表
の
方
法

　
　

 　

一
般
財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
事
務
所
の
掲
示
板
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
公
示

（
掲
示
）
す
る
。

　
　

 　

公
示
後
、
受
験
者
全
員
に
合
否
通
知
書
を
郵
送
す
る
と
と
も
に
、
一
般
財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研

究
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
載
す
る
。

八　

試
験
に
関
す
る
問
合
せ
先

　
　

一
般
財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

　
　
　

東
京
都
千
代
田
区
一
番
町
二
十
五
番
地　

全
国
町
村
議
員
会
館
三
階　

電
話
（
〇
三
）
三
二
六
三
―

　
　

七
七
〇
〇

　
　

大
分
県
総
務
部
市
町
村
振
興
課
行
政
班

　
　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号　

電
話
（
〇
九
七
）
五
〇
六
―
二
四
〇
八


